
 

 

１．企画業務型裁量労働制の就業規則規定例 

第○条 企画業務型裁量労働制の対象社員は，労使委員会の決議（決議）において

定められ，本人の同意を得たものとする。 

２ 前項の規定に関わらず，会社が対象社員に企画業務型裁量労働制を適用するこ

とが適当でない事情があると認めた場合は，当該社員を対象社員から外し，企画業

務型裁量労働制を適用しないことがある。 

３ 対象社員が所定労働日に対象業務に従事した場合には，決議で定める時間勤務

したものとみなす。ただし，対象社員が，欠勤その他の理由により所定労働日に対

象業務に従事しなかった場合には，この限りではない。 

４ 休日は，第○条の定めるところによる。 

５ 企画業務型裁量労働制の対象社員が休日または深夜に労働する場合には，あら

かじめ所属長の承認を受けなければならない。 

６ 前項により，承認を受けて休日または深夜に労働した場合，会社は，当該社員

に賃金規程○条の定めるところによる割増賃金を支払う。 

２．企画業務型裁量労働制の労使委員会の決議例 

 株式会社○○○○労使委員会は，企画業務型裁量労働制につき，以下のとおり決

議する。 

（対象業務） 

第１条 企画業務型裁量労働制を適用する業務の範囲は，次のとおりとする。 

①企画室において経営計画の策定を行う業務 

②企画室において，現在の社内組織の問題点について調査及び分析を行う業務 

③企画室において事業の編成を行う業務 

④財務部において財務状態の調査及び分析を行う業務 

（対象労働者） 
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第２条 企画業務型裁量労働制を適用する労働者は，前項の対象業務従事する社員

のうち，入社して５年目以上でかつ職務等級が○級以上であるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，会社が対象社員に企画業務型裁量労働制を適用する

ことが適当でない事情があると認めた場合は，当該社員を対象社員から外し，企画

業務型裁量労働制を適用しないことがある。 

（対象社員の同意） 

第３条 対象社員を対象業務に従事させる前に，対象社員から同意を得るものとす

る。 

（不同意者の取扱い） 

第４条 会社は，社員が前条に同意しなかった場合，社員に対して，解雇その他不

利益な取り扱いをしてはならないものとする。 

（みなし労働時間） 

第５条 対象社員が所定労働日に対象業務に従事した場合には，就業規則○条に定

める就業時間に関わらず，１日１０時間労働したものとみなす。 

２ 対象社員が欠勤その他の理由により所定労働日に対象業務に従事しなかった

場合には，前項の規定は適用しない。 

（裁量労働） 

第６条 対象業務の遂行の手段及び時間配分等の決定に関し，対象社員に対して会

社は具体的な指示をしない。 

２ 対象社員の休憩時間は就業規則に定める時間を基本とするが，その具体的な時

間については，対象社員がその裁量により決定する。 

（健康・福祉確保措置） 

第７条 会社は，以下のとおり，健康・福祉確保措置を講じる。 

①年次有給休暇の取得を促進する。 

②特別健康診断を実施する。 

③産業医等による助言・指導を受け，又は対象労働者に産業医等による保健指導を

受けさせる。 



 

④対象社員から外し，企画業務型裁量労働制を適用しない。 

⑤適切な部署に配置転換する。 

（苦情措置） 

第８条 会社は，以下のとおり，対象社員の苦情の処理に関する措置を講じる。 

①苦情の申出の窓口：総務部 

②担当者：相談員○○○○ 

③開設日時：労働日の１０：００～１２：００，１３：００～１５：００ 

④取扱う苦情の範囲：企画業務型裁量労働制の実施に関する苦情及び対象社員に適

用される評価制度及びこれに対応する賃金制度等企画業務型裁量労働制に付随す

る事項に関する苦情の一切 

（有効期間） 

第９条 本決議の有効期間は，平成○○年○月○日～平成○○年○月○日までの１

年間とする。 

（記録の保存） 

第１０条 会社は以下の事項に関する対象社員ごとの記録を本決議の有効期間中

及び当該有効期間の満了後３年間保管する。 

①対象社員の労働時間の状況 

②健康・福祉確保措置として講じた措置 

③苦情処理措置として講じた措置 

平成○○年○月○日 

 株式会社○○○○労使委員会 

  委員 ○○ ○○  印 

  委員 ○○ ○○  印 

  委員 ○○ ○○  印 

  委員 ○○ ○○  印 

  委員 ○○ ○○  印 
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